
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

大谷口一丁目周辺地区 

不燃化特区  第２８号 
発 行：板橋区 まちづくり推進室 まちづくり調整課 不燃化まちづくり係 

不燃化不燃化不燃化不燃化特区事業に特区事業に特区事業に特区事業についてのついてのついてのついてのお問お問お問お問いいいい合合合合わわわわせ先せ先せ先せ先     

板橋区板橋区板橋区板橋区    まちづくり推進室まちづくり推進室まちづくり推進室まちづくり推進室    まちづくり調整課まちづくり調整課まちづくり調整課まちづくり調整課    不燃化まちづくり係不燃化まちづくり係不燃化まちづくり係不燃化まちづくり係    

住住住住     所所所所 ：：：： 〒〒〒〒 173173173173----8501850185018501    東京都板橋区板橋二丁目６６番１号東京都板橋区板橋二丁目６６番１号東京都板橋区板橋二丁目６６番１号東京都板橋区板橋二丁目６６番１号     

電電電電 話話話話：：：： 03030303----3579357935793579----2572257225722572        ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ： 03030303----3579357935793579----5437543754375437    

EEEE メールメールメールメール：：：：mmmm----fmachifmachifmachifmachi@city.itabashi.tokyo.jp@city.itabashi.tokyo.jp@city.itabashi.tokyo.jp@city.itabashi.tokyo.jp    

不燃化特区事業は、令和７年度末(2026 年 3 月末)まで 

事業期間が延伸されました。 
不燃化特区事業・助成事業の動画配信を始めました︕※詳細は、内面をご覧ください。 

税制税制税制税制のののの支援支援支援支援制度制度制度制度    

支援メニュー支援メニュー支援メニュー支援メニュー    概概概概        要要要要    おおおお問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先    

固定資産税・ 

都市計画税 

  の減免 

●住宅に建替えた場合 

新築した住宅に係る固定資産税・都市計画税を 

５年間、全額減免 

※除却した家屋と建替えた所有者が同一であること、 

居住部分の割合が１/２以上などの条件があります。 

●更地にした場合 

土地に対する固定資産税・都市計画税を 

５年間、８割減免（小規模住宅用地並みに軽減） 

※更地が適正に管理されていることを証する区の結果 

通知書が５年間毎年必要です。 

 

    

    

東京都東京都東京都東京都    板橋都税事務所板橋都税事務所板橋都税事務所板橋都税事務所    

固定資産税班固定資産税班固定資産税班固定資産税班    

板橋区大山東町44番8号 

電話：03-3963-2117 

 

 

申
請

に
必
要

な
書
類
 

「「「「固定資産税減免申請書固定資産税減免申請書固定資産税減免申請書固定資産税減免申請書」」」」と以下の書類を都税事務所都税事務所都税事務所都税事務所に提出します。 

●住宅に建替えた場合 ・建築確認申請書の写し 

 ・検査済証の写し 

●更地にした場合 ・防災上危険な建築物に係る結果通知書 

（板橋区発行） 

瓦瓦瓦瓦    
版 

一日目：１１月７日（日） 
１０時 ～ １１時 

二日目：１１月８日（月） 
１９時 ～ ２０時 

大谷口地域センター（３階洋室Ｂ） 
住 所：大谷口二丁目１２番５号 

日 時 

不燃化特区事業の助成制度や建替え相談 内 容 

会 場 

【ご来場の方へ 新型コロナウイルス感染症対策についてのお願い】 

皆様には、マスク着用での参加をお願いいたします。また、当⽇発熱など体調に不安

がある方は参加をお控えください。なお、今後新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に

より、会場の使用が出来なくなった場合は、開催を延期させていただくこともあります。  

ご理解・ご協⼒をお願いいたします。 

よろずよろずよろずよろず相談会相談会相談会相談会    開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

※当日、個別のご相談や、専門家派遣を希望される方のご相談にも応じます。 
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主要生活道路主要生活道路主要生活道路主要生活道路

都営幸町

アパート

板橋第二

中学校

東京都立板橋

高等学校

④ 防災性を向上させる

道路ネットワークの形成

主要生活道路主要生活道路主要生活道路主要生活道路のののの整備整備整備整備によりによりによりにより

道路道路道路道路ネットワークがネットワークがネットワークがネットワークが形成形成形成形成されされされされ、、、、

地域全体地域全体地域全体地域全体のののの防災性防災性防災性防災性がががが向上向上向上向上しますしますしますします。。。。

➀ 地区内から安全な

避難経路の確保

地区中央付近地区中央付近地区中央付近地区中央付近からからからから地区外地区外地区外地区外

へへへへ通通通通じるじるじるじる安全安全安全安全なななな避難避難避難避難経路経路経路経路をををを

確保確保確保確保しますしますしますします。。。。

③ミニ延焼遮断帯の形成

６６６６ｍｍｍｍへのへのへのへの道路拡幅道路拡幅道路拡幅道路拡幅にあわにあわにあわにあわ

せてせてせてせて、、、、沿道建物沿道建物沿道建物沿道建物のののの不燃化促不燃化促不燃化促不燃化促

進進進進をををを図図図図りりりり、、、、ミニミニミニミニ延焼遮断帯延焼遮断帯延焼遮断帯延焼遮断帯

をををを形成形成形成形成しますしますしますします。。。。
② 消防活動困難区域を

解消

円滑円滑円滑円滑なななな消防活動消防活動消防活動消防活動にににに必要必要必要必要なななな幅員幅員幅員幅員

6666ｍｍｍｍ以上以上以上以上のののの道路道路道路道路からからからから消防消防消防消防ホースホースホースホース

がががが届届届届かないかないかないかない「「「「消防活動困難消防活動困難消防活動困難消防活動困難

区域区域区域区域」」」」をををを解消解消解消解消しますしますしますします。。。。

消防活動消防活動消防活動消防活動

困難区域困難区域困難区域困難区域

140140140140ｍｍｍｍ以遠以遠以遠以遠
140140140140ｍｍｍｍ以遠以遠以遠以遠

東京都水道局

大谷口給水所

主要生活道路整備について 

不燃化特区事業の事業期間の延伸

により、主要主要主要主要生活道路生活道路生活道路生活道路のののの拡幅整備拡幅整備拡幅整備拡幅整備につ

いては、令和令和令和令和６６６６年度末年度末年度末年度末のののの完了完了完了完了を目指し

て協議を進めさせていただきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【用語の説明】 

不燃化不燃化不燃化不燃化特区事業特区事業特区事業特区事業：木造住宅密集地域のうち、特に重点的・集中的に改善を図る地区を指定し、都と区が連携して不燃化を強力に推進して「燃え広がらない・燃えない」まちづくりを進める制度 

不燃化不燃化不燃化不燃化特区事業における特区事業における特区事業における特区事業における老朽建築物老朽建築物老朽建築物老朽建築物: 木造建築物（耐火建築物等又は準耐火建築物等は除く）のうち、耐用年数（22 年）の 3 分の 2 を経過している建築物 

０ ２ １ ３ 
大谷口大谷口大谷口大谷口一丁目周辺地区一丁目周辺地区一丁目周辺地区一丁目周辺地区のののの    

不燃化特区事業不燃化特区事業不燃化特区事業不燃化特区事業のののの概要概要概要概要    

ＱＲ    

 

建替建替建替建替ええええのためののためののためののための建築建築建築建築    
設計費用設計費用設計費用設計費用のののの助成助成助成助成    

老朽建築物老朽建築物老朽建築物老朽建築物のののの除却助成除却助成除却助成除却助成    
各助成事業各助成事業各助成事業各助成事業にににに関関関関するするするする    

専門家専門家専門家専門家のののの無料相談無料相談無料相談無料相談のののの実施実施実施実施    

【説明内容】 

◯大谷口一丁目周辺地区の位置 

◯大谷口周辺地域の位置づけ 

◯助成制度の紹介 

◯不燃化特区事業期間の延伸について 

https://youtu.be/REvBzNNdND0 

【説明内容】 

◯除却除却除却除却費用費用費用費用のののの助成額助成額助成額助成額（（（（最大最大最大最大 150150150150 万円万円万円万円）））） 

◯助成対象となる建築物について 

◯助成を受けられる人について 

◯手続きの流れと助成期間 

https://youtu.be/rlKr-zE5rXk 

【説明内容】 

◯設計設計設計設計費用費用費用費用のののの助成助成助成助成額額額額（（（（最大最大最大最大 100100100100 万円万円万円万円）））） 

◯建築設計費用の助成の 5 つの条件 

◯手続きの流れと助成期間 

https://youtu.be/4kjfp42vXdg 

 

【説明内容】 

◯専門家の派遣 

◯相談できる内容等 

◯専門家の派遣の手続きの流れ 

(派遣できる専門家：建築士・弁護士・土地

家屋調査士・ ファイナンシャルプランナー) 

https://youtu.be/5u3UIkFxrpw 

大谷口一丁目周辺地区の不燃化特区事業は、令和７年度末(2026年 3月末)まで事業期間が延伸されました。 

今回、インターネット等を通じて、不燃化特区事業の説明動画を作成いたしました。 

まずは、《  大谷口一丁目周辺地区の不燃化特区事業の概要》をご視聴いただいた後で、興味ある助成事業に関する動画をご覧ください。 

不燃化特区事業・助成事業を動画で紹介します！ 

０ 

『 老朽建築物の除却費用 の助成 』

を受けること。

● 助成を受けるためには、

１つの基本的重要要件と５つの条件が必要です。

老朽建築物の建替えのための建築設計費用の助成

を受けるためには…

次は５つの条件

建物構造や景観計画、地区計画のルールを守ること。

基本的重要要件基本的重要要件基本的重要要件基本的重要要件

 


